
市
民
相
談

　
い
ず
れ
も
時
間
は
受
付
時
間
で
す
。
②

〜
⑦
は
先
着
順
に
お
受
け
し
ま
す
。

①
弁
護
士
の
休
日
特
設
相
談
会（
予
約
制
）

日
６
月
９
日
㈯
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30

分
内
相
続
や
金
銭
問
題
、
民
事
訴
訟
な
ど
の

法
律
相
談

②
人
権
相
談

日
６
月
12
日
㈫
・
26
日
㈫
午
後
１
時
〜
３

時
30
分

内
い
じ
め
や
差
別
な
ど
の
人
権
問
題

③
行
政
相
談

日
６
月
１
日
㈮
・
15
日
㈮
午
後
１
時
〜
３

時
30
分

内
国
な
ど
行
政
へ
の
要
望
や
苦
情

④
社
会
保
険
労
務
士
の
保
険
・
年
金
相
談

日
６
月
26
日
㈫
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

内
労
働
、
雇
用
問
題
、
年
金
な
ど

⑤
行
政
書
士
の
暮
ら
し
の
無
料
相
談
会

日
６
月
８
日
㈮
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30

分
内
相
続
や
離
婚
な
ど
暮
ら
し
の
困
り
ご
と

⑥
建
築
業
者
の
住
宅
増
改
築
等
相
談

日
６
月
12
日
㈫
午
後
１
時
〜
３
時
30
分

内
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
時
の
注
意
点
な
ど

⑦
特
設
行
政
相
談

日
６
月
22
日
㈮
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30

分
内
国
な
ど
行
政
へ
の
要
望
や
苦
情

【
共
通
事
項
】

場
①
〜
④
市
役
所
１
階
市
民
相
談
課
⑤
〜

⑦
同
１
階
市
民
ホ
ー
ル

問
市
民
相
談
課
☎
２
９
９
８

-

９
０
９
２

発
達
障
害
児
家
族
の
つ
ど
い

日
６
月
21
日
㈭
午
前
10
時
〜
正
午

場
こ
ど
も
と
福
祉
の
未
来
館
（
泉
町
）

◎
会
場
に
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

対
17
歳
以
下
の
児
童
の
家
族

問
松
原
学
園
☎
２
９
９
０

-

３
４
８
８

リ
サ
イ
ク
ル
ふ
れ
あ
い
館
エ
コ
ロ
の
行
事

①
包
丁
研
ぎ
講
習
会

日
６
月
16
日
㈯
午
後
１
時
30
分
〜

定
申
し
込
み
先
着
６
人

②
浴
衣
地
で
作
る
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
ス

日
６
月
17
日
㈰
午
前
９
時
30
分
〜
正
午

定
抽
選
10
人

持
裁
縫
道
具
、
ミ
シ
ン
糸
、
も
の
さ
し

費
１
０
０
円

③
黒
い
着
物
か
ら
ク
ロ
ッ
プ
ド
パ
ン
ツ
作
り

日
６
月
20
日
㈬
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

定
抽
選
10
人

持
裁
縫
道
具
、
ミ
シ
ン
糸
、
も
の
さ
し
、

ゴ
ム
ひ
も
、
昼
食

費
５
０
０
円

④
大
型
家
具
抽
選
会

日
６
月
８
日
㈮
・
22
日
㈮
午
前
11
時
〜

⑤
傘
修
理
（
１
人
１
本
・
部
品
代
実
費
）

日
６
月
16
日
㈯
午
後
１
時
〜
３
時

⑥
お
も
ち
ゃ
の
病
院

日
６
月
23
日
㈯
午
後
１
時
〜
３
時

◎
②
③
は
大
人
が
対
象
、
⑤
⑥
は
市
内
在

住
・
在
勤
の
方
が
対
象
で
す
。

申
問
①
★
同
館
☎
２
９
９
４

-

５
３
７
４

に
電
話
②
③
★
６
月
５
日
㈫
ま
で
に
同

館
に
電
話
④
当
日
午
前
10
時
30
分
ま
で

に
同
館
に
直
接
⑤
⑥
当
日
受
け
付
け

狭
山
丘
陵
い
き
も
の
ふ
れ
あ
い
の
里

セ
ン
タ
ー
の
イ
ベ
ン
ト

①
里
山
体
験
講
座

　
「
郷
土
食
『
う
ど
ん
』
を
作
ろ
う
！
」

日
６
月
17
日
㈰
午
前
10
時
〜
午
後
２
時
30

分
対
小
学
生
以
上

（
小
学
生
は
保

護
者
同
伴
）

定
申
し
込
み
先
着

20
人

持
昼
食
、
飲
み
物
、

エ
プ
ロ
ン
、
筆

記
用
具

費
４
０
０
円

②
東
村
山
菖
蒲
ま
つ
り
・
セ
ン
タ
ー

出
張
展
示
と
工
作

日
６
月
16
日
㈯
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

③
定
例
ガ
イ
ド
ウ
ォ
ー
ク

日
６
月
２
日
㈯
・
３
日
㈰
午
後
１
時
30
分

〜
２
時
30
分

集
合　
①
③
同
セ
ン
タ
ー
（
下
山
口
駅
か

ら
徒
歩
15
分
）
②
北
山
公
園
（
東
村
山

駅
か
ら
徒
歩
20
分
）

申
問
①
★
同
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
３
９

-

９

４
１
２
に
電
話
②
③
当
日
受
け
付
け

所
沢
特
別
支
援
学
校
　
学
校
説
明
会

日
６
月
19
日
㈫
午
前
９
時
45
分
〜
正
午

場
同
校
（
航
空
公
園
駅
か
ら
「
エ
ス
テ
シ

テ
ィ
」
行
き
西
武
バ
ス
「
所
沢
聖
地
霊

園
」
下
車
５
分
）

◎
会
場
に
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

内
学
校
概
要
説
明
、
授
業
参
観
、
施
設
見

学
、
懇
談
会
、
体
験
学
習
の
説
明
な
ど

問
同
校
☎
２
９
９
４

-

８
７
３
３

音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
習
会

日
７
月
３
日
〜
10
月

30
日
の
火
曜
午
前

10
時
〜
正
午

場
こ
ど
も
と
福
祉
の

未
来
館
（
泉
町
）

対
次
の
全
て
を
満
た

す
方

　
▼
市
内
在
住
の
18

歳
以
上
▼
パ
ソ
コ
ン

の
基
本
操
作
が
で
き
る
▼
修
了
後
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
が
で
き
る

定
申
し
込
み
先
着
10
人
程
度

費
８
６
４
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

◆
事
前
説
明
会

日
場
６
月
12
日
㈫
午
前
10
時
〜
／
同
館

申
問
６
月
15
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
申
込

書
を
所
沢
市
社
会
福
祉
協
議
会
手
話
通

訳
・
要
約
筆
記
派
遣
事
務
所
☎
２
９
３

９

-

５
０
６
４
に
提
出

◎
申
込
書
は
同
会
、
市
役
所
１
階
障
害
福

祉
課
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
生
涯
学
習
推
進
セ
ン

タ
ー
、
所
沢
駅
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、
同

会
Ｈ
で
入
手
で
き
ま
す
。

埼
玉
西
部
消
防
組
合
消
防
職
員

採
用
説
明
会

日
７
月
７
日
㈯
午
前
９
時
〜
正
午

場
埼
玉
西
部
消
防
局
（
け
や
き
台
）

◎
会
場
に
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

内
採
用
試
験
、
消
防
業
務
な
ど
の
説
明

問
同
局
総
務
課
☎
２
９
２
９

-

９
１
２
０

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
説
明
会

日
６
月
５
日
㈫
・
６
日
㈬
午
前
10
時
〜
11

時
、
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

場
所
沢
税
務
署
（
並
木
）

◎
会
場
に
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
同
署
法
人
課
☎
２
９
９
３

-

９
１
１
１

み
ど
り
を
守
る
た
め
に

で
き
る
こ
と
が
学
べ
る

環
境
○
ャ
ラ
リ
ー

 

ヒ
ン
ト
・
４
面 

応
募
方
法
は
15
面

ク
イ
ズ
2

館名 電話番号 行事名／開催日時

ひばり 2926-8669 ドッジビー大会（個人戦）日6月27日㈬午後3時30分～対小学生以上※要申込

こばと 2924-3065 水上安全講習会（着衣泳体験）日6月17日㈰午前10時45分～午後0時30分対年少～中学生定10人※★要申込
つばめ 2922-0410 おはなしマイム日6月29日㈮午後3時30分～4時30分

つばき 2923-6155 親子エアロビクス室日6月13日㈬午前10時～11時30分対乳幼児と保護者※要申込

すみれ 2949-3826 石けんデコパージュを作ろう日6月15日㈮午後4時～対幼児親子、小学生持石けん

さくら 2998-5912 ペタンク大会日6月16日㈯午前9時30分～正午※要申込／電話不可

わかば 2948-3222 やんちゃランド日6月2日㈯・16日㈯午前10時30分～11時30分対3～5歳児と保護者

まつば 2995-0995 おりがみ週間日6月25日㈪～29日㈮午後3時30分～対幼児～小学生

みどり 2928-8414 パパとあそぼう日6月9日㈯午前10時30分～11時30分対乳幼児親子

やなぎ 2944-8819 ドッジボール大会日6月12日㈫午後3時30分～4時30分対小学生
ひかり 2996-3995 おひさまサロン日6月19日㈫午前10時30分～対0歳児

６月 児童館へ行こう 市Ｈ（Ｓ児童館）でも
案内しています。

2
消費生活

トラブル注意報
問消費生活センター☎2998-9143

場市役所1階消費生活セン
ター
相談専用　☎2998-9204
受付時間　月～金曜午前
10時～11時30分、午後
1時～3時30分（祝休日、
年末年始除く）

◎相談は、窓口でもお受けしてい
ます。

消費生活センター

架空請求ハガキにご用心！！
総合消費料金未納？！

待って！電話しちゃダメ！！
これは、架空請求です。
「民事訴訟の取り下げ費用」といって、
現金や電子マネーをだまし取る手口です。
電話してしまった場合は、その後に連絡
が来ても無視してください。

▶ハガキにある連絡先には絶
　対に電話をしない
▶請求されても支払わない
▶裁判所から「特別送達」で
　訴状が届いた場合は、無視
　せずに消費生活センターに
　ご相談を

被害にあわないためには

「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と
書かれたハガキが送られてきた。
契約不履行、裁判、民事訴訟という言葉も
書いてある。心当たりはないけれど、取り
下げの最終期日は明日だから、急いでハガ
キに書いてある「民事訴訟センター」に電
話しないと！

広報ところざわ平成 30年 6月号

日日時場場所対対象定定員内内容持持ち物費費用(記載なしは無料) 講講師申申し込みＨホームページ 検索 Ｅメール電申市HPから電子申請
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